
ハ
ー
ド
ル
が
高
く

あ
ま
り
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
旧
制
度

　
「
持
分
あ
り
医
療
法
人
」
と
は
、
法
人
の
財
産
を

出
資
者
の
持
分
割
合
に
応
じ
て
分
配
す
る
こ
と
が
可

能
（
剰
余
金
配
当
は
禁
止
）
な
法
人
の
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
点
が
営
利
法
人
と
同
様
な
取
扱
い
で
あ
る
こ

と
、
出
資
者
の
死
亡
に
よ
り
相
続
税
を
支
払
う
必
要

が
発
生
す
る
と
持
分
の
払
戻
請
求
が
行
わ
れ
、
医
業

継
続
へ
の
支
障
が
出
る
こ
と
等
（
図
表
１
参
照
）
か

ら
、
２
０
０
６
年
の
医
療
法
改
正
で
は
、「
持
分
あ

り
医
療
法
人
」
の
新
設
は
で
き
な
く
な
り
、「
持
分

な
し
医
療
法
人
」
の
み
が
新
設
で
き
る
こ
と
と
な
っ

た
。
な
お
、
２
０
０
６
年
時
点
で
存
在
し
て
い
た
法

人
に
つ
い
て
は
、「
当
分
の
間
」
持
分
あ
り
の
ま
ま

で
も
よ
く
、「
持
分
な
し
医
療
法
人
」
へ
の
移
行
は

自
主
的
な
も
の
と
さ
れ
た
。

　

そ
の
後
、
２
０
１
４
年
に
行
わ
れ
た
医
療
法
改
正

で
は
、「
持
分
な
し
医
療
法
人
」
へ
の
移
行
促
進
策

と
し
て
認
定
医
療
法
人
制
度
が
創
設
さ
れ
、

２
０
１
４
年
10
月
～
２
０
１
７
年
9
月
ま
で
の
３
年

間
を
認
定
期
間
と
し
た
。
し
か
し
、
認
定
の
要
件
の

う
ち「
役
員
数（
理
事
６
人
以
上
、監
事
２
人
以
上
）」、

「
医
療
機
関
の
名
称
が
、
都
道
府
県
が
作
成
す
る
医

療
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
」、「
役
員
等
の
う

ち
、
親
族
・
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
は
３
分
の
１
以

下
で
あ
る
こ
と
」
等
に
つ
い
て
は
、
中
小
規
模
の
医

療
法
人
に
と
っ
て
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
も
の
と
な
っ

て
い
た
。
ま
た
、
認
定
さ
れ
て
も
、
法
人
税
が
非
課

税
に
な
る
か
ど
う
か
は
税
務
署
の
個
別
判
断
に
よ
る

こ
と
か
ら
、
移
行
後
の
法
人
で
も
贈
与
税
が
か
か
る

可
能
性
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
た
め
、
制
度
は
あ
ま
り
利
用
さ
れ
ず
、

２
０
１
４
年
か
ら
の
３
年
間
で
認
定
を
受
け
た
法
人

は
、
数
十
件
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

　

そ
こ
で
、
２
０
１
７
年
の
医
療
法
改
正
で
は
、
移

行
を
阻
む
要
因
と
な
っ
て
い
た
要
件
を
除
外
し
、
認

定
期
間
を
２
０
２
０
年
9
月
ま
で
延
長
し
た
。
税
制

上
の
特
例
措
置
（
移
行
計
画
期
間
中
（
最
大
３
年
間
）

は
出
資
者
の
相
続
に
係
る
相
続
税
、
出
資
者
間
の
み

な
し
贈
与
税
を
猶
予
・
免
除
）
も
延
長
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
新
設
さ
れ
た
要
件
も
あ
る
。

新
制
度
で
は「
役
員
数
」、「
親
族
・
特
殊
関
係
者

３
分
の
１
以
下
」
等
が
要
件
か
ら
外
れ
る

　

２
０
１
７
年
改
正
前
後
の
要
件
の
違
い
（
４
頁
図

　2017 年の医療法改正では、「持分あり医療法人」から
「持分なし医療法人」への移行に係る税制上の特例措置（認
定医療法人制度）が延長・拡充されました（2020 年 9
月まで）。改正前は、「持分なし医療法人」へ移行する場合、
厳しい要件をクリアしなければ非課税にならず、移行が進
まない要因ともなっていたことから、2017 年改正では

「役員数」、「役員の親族要件」等が除外され、移行はしや
すくなっています。
　移行のメリットは、①出資持分について相続税・贈与税
が課されなくなる、②出資者から払戻請求を受けることが
なくなる、③出資持分についての不安がなくなるため、医
療の安定的な継続が図れる等があげられます。また、認定
後に出資持分の払戻しが生じた場合に利用できる、独立行
政法人福祉医療機構の融資制度も創設されています。持分
なし医療法人の移行を検討する際の準備やポイントをみて
いきます。

持分なし医療法人への
移行特例は
2020年9月まで

特集特集
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の
責
務
等
に
応
じ
た
報
酬
等
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が

前
提
で
あ
る
。「
不
当
に
高
額
に
な
ら
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
」
の
「
高
額
」
の
基
準
は
、
医
療
法
人
の

経
理
状
況
を
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
る
が
、
収
益
額
に

比
例
し
て
無
制
限
に
役
員
報
酬
が
認
め
ら
れ
る
も
の

で
は
な
く
、
社
会
医
療
法
人
の
役
員
報
酬
基
準
（
理

事
長
職
で
上
限
３
６
０
０
万
円
）
等
が
想
定
さ
れ
て

表
２
）
を
み
る
と
、
新
た
な
認
定
要
件
で
は
、
改
正

前
の
「
役
員
数
」、「
医
療
計
画
へ
の
病
院
名
記
載
」、

「
役
員
等
の
う
ち
親
族
・
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
は

３
分
の
１
以
下
」、「
事
業
運
営
お
よ
び
役
員
等
の
選

任
等
が
定
款
に
基
づ
き
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
」
が
外

れ
、「
株
式
会
社
等
に
対
し
特
別
の
利
益
を
与
え
な

い
こ
と
」、「
遊
休
資
産
を
過
剰
に
保
有
し
な
い
こ
と
」

が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、「
社
会
保
険
診
療
報

酬
に
係
る
収
入
金
額
が
全
収
入
金
額
の
80
％
を
超
え

る
こ
と
」
に
変
更
は
な
い
が
、
新
た
な
要
件
で
は
、

改
正
前
の
介
護
保
険
・
助
産
に
加
え
、
予
防
接
種
も

含
ま
れ
て
い
る
。

　

役
員
に
対
す
る
報
酬
等
は
、勤
務
の
状
況
（
常
勤
・

非
常
勤
の
別
、
毎
月
の
勤
務
時
間
）
や
役
員
と
し
て

純資産が増えた場合の持分の評価額増加のイメージと影響図表 1

※図表1～3は「持分の定めのない医療法人への移行認定制度の概要」（平成30年2月9日）より（図表2のみ編集部にて一部追記）

　「持分」とは、「定款の定めるところにより、出資額に応じて払戻し又は残余財産の分配
を受ける権利」（平成26年改正医療法附則）のこと。
　持分割合は、当初の出資額の比率割合に応じて決定されるため、設立時の出資額は数
百万円であったとしても、年月の経過により数億円に増加していることも少なくない。残
余財産・払戻しにおいては、その時点の法人資産が、持分割合に応じて分配される。

＜直接的な影響＞持分の払戻し請求権の存在
　持分を有する出資者Ａは、退社時に医療法人に対して自己の持分に相当する財産の払戻
しを求めることができる。その場合、医療法人に９億円の支払い義務が生じることとなる。

＜間接的な影響＞相続税、贈与税による影響　
　持分を相続したことによる多額の相続税の納税または回避のため、払戻請求権の行使ま
たは持分の放棄を行う。
　①出資者Ａが死亡し、相続が開始した場合→相続人による払戻し請求が発生

　②出資者Ａが持分を放棄した場合→残存出資者に贈与税課税のリスクが発生

例

→ 資産が 50 倍に増加
持分も 50 倍に増加

出 資 者 Ａ
出 資 者 Ｂ
出 資 者 Ｃ

1,800万円
600万円
600万円

90,000万円
30,000万円
30,000万円

設 立 時 現　　在

　③�すべての出資者が持分を放棄した場合→医療法人に贈与があったとみなされ、一定の
要件を満たさなければ医療法人が贈与税を支払うこととなる
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